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地域における家庭教育支援基盤構築事業 令和3年度予算額 75百万円
(前年度予算額 75百万円)

背景

事業内容
地域の実情に応じた家庭教育支援の取組を推進するため、真に支援が必要な家庭に寄り添い届けるアウトリーチ型支援の取組を含め、各地方公共団体が実施する家庭教育支援を
担う人材の養成や「家庭教育支援チーム」の組織化等の推進体制の構築、保護者に対する学習機会や情報の提供、相談対応等の取組を支援する。

全国の様々な地域において、それぞれの
実情に応じた家庭教育支援の取組を実施

身近な地域に子育ての悩みを相談できる人がいる
保護者の割合の改善 〔28.1％（R2)〕

家庭・学校・地域の連携・協力の下、社会全体で
子供たちの健やかな育ちを支える環境を構築

背景・
課題

国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

【補助率】

●保護者への学習機会の効果的な提供
・就学時健診や保護者会など、多くの保護者が集まる機会を活用した
学習機会の提供

●親子参加型行事の実施
・親子の自己肯定感や自立心などを養成するため、親子での参加型行事や
ボランティア活動、 地域活動等のプログラムを展開

●家庭教育に関する情報提供や相談対応
・悩みを抱える保護者、仕事で忙しい保護者など、様々な家庭の状況に
応じて、家庭教育支援チーム等による情報提供や相談対応を実施

◆地域全体での家庭教育支援の取組推進 ※地域の実情に応じて、以下の取組を行う地方公共団体（都道府県、市区町村）を支援（計1,000箇所）

●家庭教育支援員等に対する研修
・子供の健やかな育ちをめぐる課題への対応(虐待防止等)など
に関する研修の実施

●保護者に寄り添うアウトリーチ型支援
・育児に周囲の協力が得られにくい家庭等、真に支援が必要な家庭へ
個々の情報提供や相談対応等、保護者に寄り添う支援の実施

➣身近に子育ての悩みを相談できる相手がいない
〔地域において子育ての悩みを相談できる人がいる保護者の割合：28.1％(R2)〕

➣児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は一貫して増加
〔児童相談所での相談対応件数：11,631件(H11)→193,780件(R1)〕

➣コロナ禍での生活不安やストレスによる児童虐待等のリスクの高まりが懸念

●真に支援が必要な家庭へのアウトリーチ型支援の必要性●地域全体で家庭教育を支える必要性

➣全児童・生徒数に占める不登校児童生徒の割合は増加
〔不登校児童生徒の割合：小学生0.32％(H20)→0.83％(R1)  中学生2.89％(H20)→3.94％(R1)〕

➣核家族化や共働き家庭、ひとり親家庭の増加
〔児童(18歳未満)のいる世帯のうち、共働き世帯：949万世帯(H9)→1,240万世帯(R2)〕
〔児童(18歳未満)のいる世帯のうち、ひとり親世帯の割合：4.5%(H10)→6.5％(R1) 【約72万世帯】〕

＜主な内容＞

家庭教育支援に関する推進体制の構築 家庭教育支援に関する取組の実施
＜主な内容＞

不安や悩みを
抱える家庭

家庭教育・子育てに
関心が高い家庭

専門的な対応が
必要な家庭

家庭教育
支援チーム

学びの場や
情報の提供等

アウトリーチ型支援

＜地域における家庭教育支援（イメージ）＞

●家庭教育支援に関わる地域の多様な人材の養成
・子育て経験者や元教員、民生委員・児童委員、保健師等、
地域の多様な人材の参画を促進

●家庭教育支援員等の配置
・小学校等に家庭教育支援員を配置するなど、
身近な地域における家庭教育支援の体制強化

●「家庭教育支援チーム」の組織化
・地域における家庭教育支援が継続的に実施できるようチームの組織化

福祉部局等の専門機関
による対応

真に支援が必要な家庭への対応（アウトリーチ型支援）（児童虐待防止等）

（「学校を核とした地域力強化プラン」事業）



不安や悩みを抱える家庭

家庭教育・子育てに
関心が高い家庭

専門的な対応が必要な家庭

地域における家庭教育支援（イメージ）
家庭を取り巻く環境が変化(核家族化や共働き家庭、ひとり親家庭の増加など)する中、今般のコロナ禍で子育てに
不安や悩みを抱える家庭の増加が懸念され、寄り添い届ける支援（アウトリーチ型支援）の必要性が高まっている。

家庭教育
支援チーム

保健・福祉
関係機関

児童相談所、保健所等

連携・協働
より適切な支援につなぐ

学びの場や情報の提供

専門的支援

○ひとり親家庭、共働き家庭
○外国籍家庭
○子供や保護者が障害を有する家庭

など

・家庭を取り巻く環境の変化
・コロナ禍でのリスクの高まり

⇒対象家庭の増加が懸念

・ひとり親世帯の割合の増加
4.5%(1998) 

→ 6.5％(2019)
【約72万世帯】

・共働き世帯の増加
949万世帯(1997)

→1,240万世帯(2020)

・児童相談所における児童虐待に関する
相談対応件数の増加
11,631件(1999)

→193,780件(2019)

子育て経験者や元教員、
民生委員・児童委員、

保健師等で構成



坂東市家庭教育支援チーム（茨城県坂東市）

取組の背景・ねらい

取組成果

取組内容

今後の展望

＜社会的背景＞
○家族形態の変化や、地域社会の
つながりの希薄化を背景とした
子育てに関する不安や悩み、
孤立しがちの家庭の増加

○不登校、児童虐待、経済的困難等、
主体的な家庭教育が困難になって
いる家庭の増加

寄り添い、傾聴し、つなぐ 支援員や関係機関による「届ける支援」

何らかの改善・変化がみえた家庭（8割）
・支援員との良好な関係を築くことができた
・子供の環境を変える手段を検討できた
・保護者と学校をつなぐ役割を担えた

今後に課題を残すもの（2割）
・面談や接触を拒否する家庭への対応
・対象家庭における本事業への認知度の違い

＜より早期の支援開始の必要性＞

＜事業自体の認知度の向上＞

家庭数 ２５家庭

登校する
ように
なった

１４家庭
(５６％)

延べ訪
問回数

１４６回
昨年比1.4倍

Ｒ１年度の成果

◆事業の構造図
＜学校・福祉部局との連携＞
６月：不登校児童生徒状況調査票をもとに学校側と家庭教育支援

が必要か否かを十分に意見交換し、支援家庭を仮選定する。
７月：第１回推進協議会で支援家庭を決定する。

※年６回の推進協議会を実施。協議会には大学の教授等を招き、
専門的視点からの指導・助言を受ける。

９月：学校現場等とケース会議を行い、初回訪問は学校と事務局
が同行し、支援員の訪問につなぐ。

・事務局は必要に応じて福祉課ケースワーカーや社会福祉士に同
行を要請、他部局の支援にもつなげる。

・魅力ある学校づくり推進事業との連携強化（事業の構造図参照）
・訪問型家庭教育支援事業の取り組みを発信し、地域の意識向上
を図る

・就学前からの情報提供の呼びかけ、虐待等の防止
（幼児教育施設、各健診等との連携など）

＜対象＞
〇就学前から18歳未満の子供
〇不登校児童生徒を抱え込むことで、
子育てに不安や悩みがある家庭

＜目標＞
〇保護者との信頼関係を築き、悩み
や不安に寄り添い、関係各所と連
携しながら家庭教育力の向上や養
育環境の改善を図ること

〇学校（先生）と家庭の良好な関係
を築くための支援をすること

〇児童生徒が学校教育活動（市適応
指導教室を含む）に復帰すること

◆学校との連携

＜Ｒ２年度の取組＞
5/8㈮緊急対策会議 訪問活動を開始（継続家庭）
≪テーマ≫「いじめ・不登校等の児童生徒への支援について」
参加者：教育長・教育部長・市内小中学校教頭・指導課

生涯学習課・訪問型家庭教育支援チーム

・支援員が訪問する前に、事務局が学校に対象児童生徒の状況を
聞き、支援員に伝える。支援員は最新の情報をもとに家庭を訪
問し、訪問後は直接学校に状況を報告する。

※４月はコロナ禍において活動自粛

・支援家庭に対しては、訪問や電話、SNS、手紙など様々な手段
を使い、孤立させないよう見守り体制を強化する。

◆坂東市生涯学習課
ばんどう


